
 

 

（ 続紙 １ ）                             

京都大学 博士（地域研究） 氏名 新井 健一郎 

論文題目 

捕獲と排除 

―住宅・住環境整備からみた民主体制期インドネシア首都圏― 

 

（論文内容の要旨） 

 

本博士論文は、権威主義体制から民主主義体制に移行した21世紀インドネシアの

ジャカルタ首都圏における不動産開発と住環境整備のあり方の特徴と、その社会的影

響を明らかにすることを目的とする。主な分析対象はディベロッパーや政府機関と

いったフォーマルなアクターであり、分析範囲はジャボデタベックと呼ばれる首都圏

全域とし、時間的には2000年代の最初の約20年間としている。ジャカルタ首都圏は、

スハルト権威主義体制期に大規模な郊外開発が進められた。民主化後、前時代から継

承した都市の課題と、新たな秩序を求める諸アクターの交渉・抗争が首都圏の不動産

開発と住環境整備に与えた影響を分析する。 

本博士論文は全10章からなる。1章では、主要な先行研究がディベロッパーの住宅開

発と政府の住宅政策の分析を十分に行っていない点を指摘し、その上で本博士論文全

体の目標を設定した。2章では、本論文の鍵概念である「都市」「権力」「住宅」を検

討した。そして、本博士論文がジャカルタ首都圏分析をするにあたり、政治・経済構

造を動態的に捉えるアプローチをとるとした。 

3章では、民主化後に前時代から継承したものを明らかにした。民主化後、不動産と

住環境をめぐるアクターは増えたものの、大規模開発重視、民活、自動車交通といっ

たスハルト権威主義体制期のジャカルタ首都圏の特徴は変わっていない。4章と5章

は、民主化後の首都圏の不動産開発と住環境整備の中心アクターである国会議員、

ディベロッパー、地方首長の特徴を分析した。国会議員の多くが事業家出身者であ

り、ディベロッパーの利害を法令に反映させやすいが、有権者の意向も無視できな

い。大手ディベロッパーは不利な法令があっても形骸化することで資本蓄積してきた

が、2010年代後半に限界が顕在化した。ジャカルタ特別州では、州知事公選制の導入

に伴い、現職もライバルも有権者にアピールできる住宅・住環境整備政策を公約に掲

げ始めたものの、州知事ごと政策内容が異なるという問題が顕在化している。 

6章は、不動産大手シナルマス・グループを事例に、首都圏郊外でのディベロッパー

の資本蓄積戦略を分析した。90年代末の経済危機で膨大な債務と広大な遊休地を抱え

ていた大手ディベロッパーは、民主化後、消費者を魅了する販売戦略で大量の土地・

住宅開発・販売に成功した。7章では、6章で触れた郊外の分譲住宅の消費者である買

い手を分析した。大規模ニュータウンの住宅数について衛星画像の解析から、2010年

段階で約17万世帯という推計値を出した。これはジャカルタ郊外の全世帯数の3.6~3.



 

 

8%にすぎないが、月収500万ルピア以上のミドルクラス世帯の約1/4を占めることを明

らかにした。 

8章では、2010年代後半のディベロッパーの資本蓄積の限界と、その限界が示す都市

の課題を分析した。民主化後、主要ニュータウン事業の土地・住宅価格が短期間に急

上昇し、首都圏住民の大部分の購買力を超えてしまった。その結果、2010年代後半に

は、不動産産業の成長率・株価指数とも低下した。しかも、地価高騰と都市空間の分

断による社会的亀裂の拡大、自家用車の増加による都市交通の危機が深刻化した。 

9章は民主化後の住宅関連法を分析している。当初は、中央政府はディベロッパーに

対して中・低所得層向け住宅・住環境整備を行わせようとした。しかし、2010年代に

ディベロッパーの資本蓄積の限界が顕在化すると、不動産業界の圧力を受けて、中央

政府はそうした試みを転換し始めた。 

10章ではこれまでの議論を総括し、スハルト体制期と民主体制期における不動産開

発ブームのサイクルを比較した。民主化後、選挙で重要な中・低所得者層を対象とし

た住宅・住環境改善政策が見られることもある。しかし、首都圏郊外ではディベロッ

パーは高所得層の囲い込みと購買力の捕獲をつづけ、分譲住宅街から中・低所得層の

大部分を排除しつづけている点は変わらっておらず、資本蓄積の急激な進展とその限

界というサイクルも同様である点を指摘して博士論文を終えている。 

 

 



 

 

（ 続紙 ２ ）                            

（論文審査の結果の要旨） 

 

本博士論文が優れているのは次の4点である。まず、21世紀に入り、民主化・分権化

してからのインドネシアのジャカルタ首都圏の不動産・住環境を巡る政治経済学的分

析を世界でも初めて包括的に行った点である。ジャカルタはグローバルに見ても有数

のメガシティでありながら、どういった大手ディベロッパーがどのように首都圏の大

規模開発を進めてきたのかについて、具体的な数値を用いて空間的な展開を示すよう

な研究はほぼない。スハルト権威主義体制期についても本博士論文の執筆者の2012年

の著作が代表的なものであった。本博士論文では、その延長線上で、21世紀に入って

多様なアクターが参入し、中央・地方政府により、有権者の多数を占める中・低所得

者層向けの住宅・住環境改善政策が始まっているものの継続性がなく、結局は、大手

ディベロッパーが消費者を魅了する巧みな販売戦略などを通じて資本蓄積に成功して

いる点を実証した。2010年代後半になると、民主化後のディベロッパーの戦略に限界

が見られ始めたものの、政界に圧力をかけて自らに有利な政策変更を実現することで

生き残りを図りつつある。その意味で、民主化後も民活による大規模開発重視のトレ

ンドが変わっていないことを明らかにしたことは極めて重要な知見であり、非常に高

く評価できる。加えて、1点目と関連して2点目に評価できるのは、藤田弘夫、フー

コー、ラッツァラート、アリギ、ハーヴェイ、ブレナーなどの都市研究の理論的分析

を踏まえながら、ジャカルタ首都圏に関するさまざまな先行研究を網羅的に分析して

類型化した上で、本研究のオリジナリティを提示していることである。その意味で、

本博士論文はジャカルタ首都圏の地域研究を超えたメガシティ研究になっている。 

3点目は、空間情報学的な手法を駆使して大規模ニュータウン居住者の実態を明らか

にした点である。衛星画像の分析により、2010年段階で、ジャカルタ首都圏郊外の大

規模ニュータウンの住宅数は約17万世帯であるという推計値を出した。これはジャカ

ルタ郊外の全世帯数の3.6~3.8%にすぎない。しかし、月収500万ルピア以上のミドルク

ラス世帯の約1/4を占めており、ジャカルタ首都圏において階層間格差が居住空間格差

と重なりつつあるという一般的に指摘されてきたことを世界でも初めて実証的に分析

した。メガシティのミドルクラス研究にも貢献する成果であり高く評価できる。 

4点目は、本博士論文が法令の詳細な分析に踏み込んでいる点である。東南アジ

アの都市社会学的研究、政治経済学的研究では往々にしてあることであるが、

ジャカルタに関する都市社会学的な研究、政治経済学的研究でも、都市政策に関

わる法令の詳細な歴史的分析はほぼ看過されてきた。本博士論文では、不動産・

住宅政策に係る法令を詳細に分析し、その背後にある政治経済学的力学にも着目

している。国会議員の経歴を分析して実業家出身者が多数を占めることを明らか

にし、そのために政治構造的にディベロッパーに有利な法令が作られる傾向にあ



 

 

ること、また、有権者の支持獲得を目論んで政権がディベロッパーに不利な条項

を含む法令を作ったとしても、政治構造的に形骸化しやすいことを明らかにした

ことも評価できる。 

よって、本論文は博士（地域研究）の学位論文として価値あるものと認める。ま

た、2024年1月29日、論文内容とそれに関連した事項について試問を行った結果、合格

と認めた。 

 なお、本論文は、京都大学学位規程第14条第2項に該当するものと判断し、公表に際

しては、当該論文の全文に代えてその内容を要約したものとすることを認める。 

 

 


